
名古屋市シルバーパワーを活用した地域力再生事業（名古屋市委託事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアグループ、ＮＰＯ法人、その他市民活動団体対象 

 

～寄付先に登録しませんか？団体のＰＲになります！～ 

名古屋市社会福祉協議会では名古屋市から委託を受け、団塊の世代などのシルバー世代の方が地域

でボランティア活動やＮＰＯ活動等に参加し、地域が抱える様々な課題を解決する力を活性化させる

ための事業「名古屋市シルバーパワーを活用した地域力再生事業」を実施します。東区・港区・南区・

天白区をモデル区、各区 2 学区計 8 学区をモデル学区として、地域福祉推進協議会及び地域で活動す

るボランティアやＮＰＯ等と協働して実施するものです。なお、この事業の一環で、今年１０月から

ボランティアポイント制度を導入します。 

これは、モデル学区内でボランティア活動を現に行い、または行おうとする 50 歳以上で申請のあ

った方にボランティアカードを発行し、８学区内でのボランティア活動に応じてポイントが付与さ

れ、そのポイントを現金に換算し、応援したいボランティア団体等に寄付金として還元ができるとい

うものです。 

 この事業開始に伴い、還元対象団体（寄付受入団体）を募集します。 

※なお、還元対象団体（寄付受入団体）に登録されても、必ずしも還元を受けられるとは限りません

ので、予めご承知おきください。 

 ボランティアカード発行 

モデル学区内でボランティア活動を現に行い、または行お

うとする 50 歳以上で申請のあった方にボランティアカード

が発行されます。（東区・港区・南区・天白区社会福祉協議会

の窓口で発行します。） 

ボランティア活動 

ボランティアカード所持者が、モデル８学区で認定された

ボランティア活動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ボランティアポイント付与 

ボランティア活動の内容に応じて、ボランティアポイント

が付与されます（１時間１～２ポイントまたは１ヶ月５ポイ

ント）。 

 

 

 

 

ボランティア団体等に還元（寄付）：平成 21 年 4 月 

ボランティアカード所持者は 15 ポイント貯まると、還元対

象団体（寄付受入団体）から応援したい団体を指定します。

区社会福祉協議会が１ポイント 10 円程度に換算し、指定さ

れた団体に還元金を支払います。 

※還元金の財源は名古屋市が負担します。 

（申請に関しては、裏面をご覧ください）

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募 集 要 項】 

募集内容  「名古屋市シルバーパワーを活用した地域力再生事業」ボランティアポイント制度

による還元対象団体（寄付受入団体）を募集します。 

 

申請対象  名古屋市内で活動している 

① 市社会福祉協議会（区社会福祉協議会）ボランティアセンターの登録団体 

     ※ 上記に該当しないボランティアグループ、ＮＰＯ法人、その他市民活動団体につき

ましては、お手数ですが最寄の市・区社会福祉協議会にご相談ください。 

② 地域福祉推進協議会 

 

申請期限  1 次受付期限：平成 20 年 8 月 20 日（水）まで 

      ※ その後も随時受け付けますが、最終は平成 21 年 2 月 28 日（土）必着とします。

 

申請方法  所定の申請書を使用し、次のいずれかで申請してください。 

     ① ボランティアセンター登録団体は、直接、市社会福祉協議会に FAX または郵送で申

請してください。 

     ② 地域福祉推進協議会は、区社会福祉協議会に提出してください。 

      申請書は市・区社会福祉協議会で配布しています。 

 

還元総額・時期 

本事業はモデル事業のため、平成 20 年度は総額 40 万円です（予算額を超えるポイ

ント還元申請があった場合は予算額を按分しますので、１ポイントが１０円を下回る

ことがあります。） 

還元時期は平成 21 年 4 月を予定しています。 

 

還元金使途 団体の事業費・運営費に活用してください（公益的事業に限る）。 

 

還元対象団体（寄付受入団体）公表  

登録された還元対象団体（寄付受入団体）は平成 20 年 9 月中にホームページで公表

します。http://www.nagoya-shakyo.jp/

登録するメリットは？ 

１ ボランティアポイントを貯めた方から指定されると、還

元金（寄付金）を受けられます。 

２ ホームページ等で登録団体を公表するため、新たなボラ

ンティア人材発掘などＰＲになります。 

         社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 ボランティアセンター
          〒462-8558 名古屋市北区清水４－１７－１市総合社会福祉会館５階 

           TEL ０５２－９１１－３１８０ FAX ０５２－９１７－０７０２ 

           http://www.nagoya-shakyo.jp/

           E-mail sp758@nagoya-shakyo.or.jp

 

         最寄の区社会福祉協議会ボランティアセンター 
その他 

お問合わせ 

お問合わせ 

申 請 先 

http://www.nagoya-shakyo.jp/
http://www.nagoya-shakyo.jp/
mailto:sp758@nagoya-shakyo.or.jp

